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地
鎮
々
壇
法
の
一
考
察

―
野
沢
の
比
較
を
中
心
に
―

別

所

弘

淳

一
、
は
じ
め
に

　

智
山
伝
法
院
で
は
、
平
成
二
七
年
度
よ
り
「
作
法
集
研
究
会
」
と
い
う
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
成
果
を
智
山
伝
法
院
選
書
と

し
て
ま
と
め
る
べ
く
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
筆
者
は
『
現
代
密
教
』
第
二
八
号
（
二
〇
一
七
）
に
、「『
作
法
集
』
所

収
「
地
鎮
々
壇
合
作
法
」
に
お
け
る
一
、
二
の
問
題
」
と
題
し
た
拙
論
を
投
稿
し
た
。
こ
の
拙
論
で
は
、
総
本
山
智
積
院
発
行
の
『
作

法
集
』
巻
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
地
鎮
々
壇
合
作
法
」
と
他
の
数
種
の
次
第
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
相
違
点
を
検
証
し
た
が
、
用

い
た
資
料
は
、
主
に
小
野
方
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
用
い
た
資
料
の
一
つ
で
あ
る
『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
に
、「
地
鎮
法
」
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
五
色
玉
」
に
つ
い
て
、「
小

野
説
、
埋
二
加
五
色
玉
一
、
広
沢
伝
、
五
色
石
云
々
」
（
１
）（【

和
訳
】
小
野
流
の
説
で
は
加
え
て
五
色
玉
を
埋
め
、
広
沢
流
の
伝
で
は
五
色

石
で
あ
る
。）
と
あ
る
よ
う
に
、
小
野
方
と
広
沢
方
と
で
は
、
使
用
す
る
支
度
物
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
小
野
方
と
広
沢
方
の
地
鎮
々
壇
法
を
、
主
に
用
い
ら
れ
る
支
度
物
の
点
よ
り
比
較
し
、
そ
の
相
違
に
つ
い
て
、

改
め
て
検
証
し
て
み
た
い
。

二
、
地
鎮
々
壇
法
と
は

　

さ
て
、
小
野
方
・
広
沢
方
の
地
鎮
々
壇
法
を
比
較
す
る
前
に
、
こ
の
作
法
が
如
何
な
る
作
法
で
あ
る
の
か
、
改
め
て
確
認
し
て
お

き
た
い
。

　

地
鎮
々
壇
法
と
は
、「
地
鎮
法
」
と
「
鎮
壇
法
」
と
を
合
行
す
る
作
法
で
あ
る
。
小
野
方
の
資
料
で
あ
る
、
実
運
（
一
一
〇
五
〜

一
一
六
〇
）
の
『
諸
尊
要
抄
』
巻
一
五（
２
）と
隆
誉
（
一
六
五
三
〜
一
七
一
一
）
の
『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中（
３
）の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、
地

鎮
法
と
は
、
堂
宇
等
を
建
立
す
る
以
前
に
、
鎮
物
を
埋
め
て
土
地
を
鎮
め
る
地
堅
め
の
法
で
あ
り
、
鎮
壇
法
は
、
堂
宇
を
建
立
し
板

敷
を
張
る
以
前
に
、
輪
・
橛
を
埋
め
て
土
壇
を
鎮
め
る
作
法
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
と
を
別
々
に
修
す
る
こ
と

が
丁
寧
な
作
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
運
の
時
代
に
は
、
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
と
を
合
行
す
る
地
鎮
々
壇
法
が
修
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
諸
尊
要
抄
』
に
は
、
地
鎮
法
で
は
賢
瓶
・
五
色
玉
を
、
鎮
壇
法
で
は
輪
・
橛
を
埋
め
る
こ
と
が
両
作
法
の
相
違
点
と
し

て
指
摘
さ
れ
、
も
し
合
行
に
修
す
る
場
合
は
、
瓶
・
輪
・
橛
を
埋
め
て
五
色
玉
は
用
い
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
広
沢
方
の
資
料
で
あ
る
『
甲
乙
沢
見
』
乙
下
に
は
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

若
被
レ
行
二
地
鎮
一
者
、
無
二
鎮
壇
一
。
又
被
レ
用
二
鎮
壇
一
者
、
無
二
地
鎮
一
。
両
鎮
之
間
、
可
レ
行
二
一
事
一
。
是
則
雖
レ
有
二
広
略
之

不
同
一
、
両
作
法
大
旨
無
レ
異
之
故
也
。
但
共
被
レ
行
丁
寧
之
儀
歟
。
有
二
其
例
一
。（
４
）
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【
和
訳
】
も
し
地
鎮
法
を
行
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
鎮
壇
法
は
修
さ
な
い
。
ま
た
鎮
壇
法
を
用
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
地
鎮
は
行
わ

な
い
。
両
作
法
の
い
ず
れ
か
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
作
法
に
広
・
略
の
不
同
は
あ
る
も
の
の
、
両
作
法
の
趣
旨
が
同

じ
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
作
法
を
と
も
に
行
う
の
は
丁
寧
で
あ
ろ
う
か
。
両
作
法
を
行
っ
た
例
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
広
沢
方
で
は
、
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
の
目
的
は
異
な
ら
な
い
た
め
、
い
ず
れ
か
を
修
す
れ
ば
よ
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
両
作
法
を
行
う
こ
と
が
丁
寧
と
も
さ
れ
、
こ
れ
は
小
野
方
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
か
を
修
す
れ
ば
よ
い
た
め
、

地
鎮
法
と
鎮
壇
法
を
合
行
す
る
「
地
鎮
々
壇
法
」
と
い
う
作
法
自
体
が
な
い
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

三
、
比
較
す
る
資
料

　

さ
て
、
小
野
方
と
広
沢
方
の
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
を
比
較
す
る
に
当
た
っ
て
、
用
い
る
資
料
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

・
小
野
方
：『
秘
抄
』（
総
本
山
智
積
院
・
二
〇
〇
一
）「
鎮
壇
作
法
」（
５
）

・
広
沢
方
：『
沢
鈔
』（
大
正
七
八
・
二
四
八
八
番
）、『
甲
乙
沢
見
』（『
伝
法
院
流
聖
教
』
巻
五
（
真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
弘
法
大
師

千
百
五
十
年
御
遠
忌
記
念
事
業
委
員
会
・
一
九
八
二
）
所
収
）「
地
鎮
作
法
」・「
鎮
壇
作
法
」

○
『
秘
抄
』

　

喜
多
院
御
室
守
覚
法
親
王
（
一
一
五
〇
〜
一
二
〇
二
）
輯
。
守
覚
は
、
野
沢
両
流
を
大
成
す
る
た
め
に
、
広
沢
方
を
仁
和
寺
保
寿

院
覚
成
（
一
一
二
六
〜
一
一
九
八
）
よ
り
、
小
野
方
を
醍
醐
寺
覚
洞
院
勝
賢
（
一
一
三
八
〜
一
一
九
六
）
よ
り
受
け
た
。
守
覚
は
、

勝
賢
が
累
年
書
き
献
じ
た
折
り
紙
を
調
巻
し
、『
野
鈔
（
野
月
本
鈔
）』
を
な
し
た
。
さ
ら
に
守
覚
は
、
不
審
の
箇
所
を
書
き
出
し
て
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問
決
し
、
勝
賢
が
そ
の
文
面
に
自
筆
朱
書
き
に
て
口
決
を
書
き
加
え
、
こ
れ
を
輯
し
て
『
野
決
』
を
な
し
た
。
さ
ら
に
守
覚
は
、『
野

鈔
』
と
『
野
決
』
を
取
合
わ
せ
て
『
野
月
鈔
（
野
月
新
鈔
）』
を
編
纂
し
た
。
守
覚
が
、
こ
れ
を
清
書
し
て
勝
賢
に
贈
呈
し
た
と
こ
ろ
、

勝
賢
は
こ
れ
を
被
覧
し
て
、「
醍
醐
の
秘
事
秘
決
こ
の
中
に
尽
く
せ
り
」
と
称
賛
し
た
こ
と
か
ら
、
醍
醐
で
は
こ
れ
を
『
秘
抄
』
と

称
す
る
。

○
『
沢
鈔
』

　

覚
成
記
。
覚
成
は
、
師
で
あ
る
保
寿
院
流
祖
永
厳
（
一
〇
七
五
〜
一
一
五
一
）
よ
り
授
法
さ
れ
た
諸
尊
法
等
の
折
り
紙
を
記
し
て

守
覚
に
授
け
た
。
守
覚
は
、
こ
れ
を
類
聚
し
て
十
巻
と
し
、
覚
成
の
口
伝
を
裏
書
き
・
傍
注
に
加
え
た
も
の
が
『
沢
鈔
』
で
あ
る
。

な
お
、
同
様
の
経
過
を
経
た
『
沢
見
鈔
』
六
巻
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
尊
法
の
み
を
収
載
し
た
も
の
。「
沢
」
は
広
沢
、「
見
」
は
覚

成
の
「
覚
」
の
偏
字
。

○
『
甲
乙
沢
見
』

　

撰
者
未
詳
。
一
説
に
は
仁
和
寺
相
応
院
大
僧
都
禅
覚
（
一
一
七
四
〜
一
二
二
〇
）
の
撰
述
と
す
る
。
広
沢
方
相
伝
の
諸
尊
法
を
類

聚
し
た
も
の
で
、『
沢
鈔
』
十
巻
と
お
お
む
ね
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
秘
抄
』
と
『
沢
鈔
』
は
、
共
に
守
覚
法
親
王
が
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
比
較
す
る
に
適
し
た
資
料
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
挙
げ
た
学
匠
を
血
脈
で
示
せ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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禅
覚

四
、『
秘
抄
』
と
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
に
示
さ
れ
る
支
度
物
の
比
較

　

そ
れ
で
は
、
小
野
・
広
沢
に
お
け
る
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
に
は
如
何
な
る
相
違
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
用
い
る
支
度
物
を
比
較
す

れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
秘
抄
』

『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』

大
幔

大
幔
二
帖

新
鋤
鍬

新
鋤
鍬

槌
二
枚

築
杵
二
枚

壇

壇

脇
机

脇
机



現代密教　第30号

― 104 ―

礼
盤

礼
盤

高
机

飯
八
杯

仏
供
五
杯

五
穀
粥
五
杯

餅
五
杯

菓
子
十
六
杯

菓
子
五
杯

五
色
絹
幣
各
色
一
枚

灯
台
四
本

打
鳴
・
撞
木

閼
伽
・
塗
香
・
華
鬘

閼
伽
・
塗
香
・
華
鬘

焼
香
（
火
舎
）

焼
香
（
火
舎
）

洒
水
・
塗
香
・
散
杖

洒
水
・
塗
香
・
散
杖

鈴
杵

賢
瓶
一
口
（
蓋
付
）

金
銅
瓶
一
口
（
蓋
付
）

五
宝

五
宝

五
香

五
香

五
薬

薬
種
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名
香

五
穀

五
穀

五
色
米
帛
銭
（
金
・
銀
・
銅
各
七
枚
）

白
芥
子
一
裹

五
色
糸
一
本

五
色
糸
二
本

輪
八
枚

輪
一
枚

橛
八
本

橛
四
本

蘇
蜜

燈
油

五
穀
粥

五
穀
粥

大
小
土
器

閼
伽
桶

上
紙
二
帖

小
刀
二
柄

散
供
米

　

こ
の
表
の
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
の
中
、
金
銅
瓶
・
五
宝
・
五
香
・
薬
種
・
名
香
・
五
穀
・
五
色
米
帛
銭
・
白
芥
子
・
五
色
糸
・

輪
・
橛
・
閼
伽
桶
・
上
紙
・
小
刀
・
散
供
米
は
、
高
机
の
上
に
安
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
鋤
鍬
・
槌
・
築
杵
・
五
穀
粥
・
大
小
土
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器
は
、
そ
の
高
机
の
辺
に
安
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、『
秘
抄
』
と
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
の
支
度
物
の
う
ち
、
特
に
大
き
く
相
違
す
る
点
を
挙
げ
て
み
た
い
。

（
一
）
瓶
へ
の
納
入
物

（
二
）
壇
上
荘
厳

（
三
）
輪
・
橛
の
数

（
一
）
瓶
へ
の
納
入
物

　

ま
ず
瓶
に
納
入
す
る
も
の
で
あ
る
が
、『
秘
鈔
』
で
は
、
瓶
の
中
に
五
宝
・
五
香
・
五
薬
・
五
穀
の
四
種
、
い
わ
ゆ
る
二
十
種
物

を
納
入
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
で
は
、
そ
の
二
十
種
物
の
他
に
、
五
色
米
帛
銭
（
金
・
銀
・
銅
各
七

枚
）
計
二
十
一
枚
を
納
入
し
て
い
る
。

　

こ
の
五
色
米
帛
銭
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、『
沢
鈔
』
の
次
第
に
は
、「
次
金
銅
瓶
在
レ

蓋

盛
二
銀
銭
廿
一
枚
幷
五
宝
・

五
薬
等
一
以
二
五
色
糸
一
結
レ
之（
６
）」（【

和
訳
】
金
銅
瓶
（
蓋
あ
り
）
銀
銭
二
十
一
枚
な
ら
び
に
五
宝
・
五
薬
等
を
盛
り
（
納
め
）
五
色

糸
で
瓶
を
結
ぶ
）
と
あ
り
、
ま
た
『
甲
乙
沢
見
』
に
は
「
次
金
銅
瓶
中
入
二
銭
二
十
一
枚
一
金
・
銀
・
銅

銭
各
七
枚

」（
７
）（【
和
訳
】
金
銅
瓶
の
中
に
銭

二
十
一
枚
（
金
・
銀
・
銅
銭
各
七
枚
）
を
入
れ
る
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
帛
銭
（
布
で
銭
の
形
を
模
っ
た
も
の
）
で
は
な
く
、
実
際

の
銭
を
納
入
す
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

　
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
と
同
じ
く
広
沢
方
の
西
院
流
の
聖
教
で
あ
る
『
西
院
八
結
』
第
五
結
の
「
新
御
願
地
鎮
事
」
に
は
、
瓶

内
に
納
め
る
銭
を
「
銀
銭
廿
一
枚（
８
）」
と
し
、
ま
た
同
じ
く
西
院
流
の
聖
教
で
あ
る
『
金
玉
』
に
お
い
て
も
、「
五
宝
等
二
十
種
物
幷
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銀
銭
廿
一
文
入
レ
壺
覆
レ
蓋（
９
）」（【

和
訳
】
五
宝
等
の
二
十
種
物
な
ら
び
に
銀
銭
二
十
一
文
を
壺
に
入
れ
て
蓋
で
覆
う
）
と
し
て
、
金
・

銀
・
銅
で
は
な
く
、
銀
銭
を
納
入
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
銀
銭
に
つ
い
て
、『
金
玉
口
訣
』
に
は
、
壇
上
荘
厳
に
用

い
る
幣
の
材
質
や
切
り
様
に
つ
い
て
解
説
す
る
中
で
、
以
下
の
よ
う
な
問
答
が
み
ら
れ
る
。

問
う
て
い
わ
く
、
瓶
に
入
れ
る
銀
銭
も
絹
ま
た
は
紙
に
て
切
る
や
。
こ
れ
も
ま
た
十
二
文
を
一
連
に
す
る
か
、
い
か
ん
。

師
の
答
え
に
い
わ
く
、
実
の
銀
銭
な
り
。
人
間
の
所
用
の
宝
を
入
れ
る）
10
（

。

　

す
な
わ
ち
、
西
院
流
に
お
い
て
は
、
瓶
中
に
納
入
す
る
銀
銭
は
絹
や
紙
で
は
な
く
、
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
銀
銭
を
用
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　

な
お
、『
沢
鈔
』
に
は
、「
地
鎮
雖
レ
加
二
入
金
・
銀
等
銭
一
、
鎮
壇
不
レ
用
レ
之
也）
11
（

」（【
和
訳
】
地
鎮
で
は
金
・
銀
等
の
銭
を
（
瓶
に
）

加
え
入
れ
る
が
、
鎮
壇
で
は
こ
れ
を
用
い
な
い
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
銭
を
瓶
内
に
納
め
る
の
は
地
鎮
の
み
で
、
鎮
壇
に
お
い
て

は
納
入
し
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

（
二
）
壇
上
荘
厳

　

次
に
、
壇
上
荘
厳
の
相
違
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。『
秘
抄
』
に
は
、
壇
上
の
荘
厳
が
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

正
面
庇
建
壇
増
益

行
レ
之
弁
二
備
供
物
等
一
。
飯
八
杯
・
菓
子
十
六
杯
。
壇
四
面
分
置
レ
之
。
一
方
飯
二
杯
・
菓
子
四
杯
也
。
�
�
（
中
略
）

�
�
閼
伽
一
前
幷
鈴
杵
・
灑
水
・
塗
香
等
如
レ
常

置
レ
之
。
壇
中
央
置
二
賢
瓶
一
。
�
�
（
中
略
）
�
�
巡
二
其
瓶
八
方
一
置
二
輪
八
枚
一
、
其

輪
上
各
横
置
二
橛
一
枚
一
。
始
レ
自
二
東
方
一
置
レ
之
。

一
方
各
輪
・
橛
一
枚
也
。）
12
（

【
和
訳
】
次
に
、
正
面
の
庇
に
建
て
た
壇
に
供
物
等
を
備
え
る
。
飯
八
杯
・
菓
子
十
六
杯
。
壇
の
四
面
に
分
け
て
こ
れ
を
置
く
。
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な
お
、『
西
院
八
結
』
の
「
新
御
願
地
鎮
事
」
に
お
い
て
も
、
五
色
の
幣
が
用
い
ら
れ
て
い
る）
17
（

こ
と
か
ら
、
広
沢
方
の
地
鎮
作
法
・

鎮
壇
作
法
に
お
い
て
は
、
壇
上
荘
厳
に
幣
を
用
い
る
こ
と
が
通
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
幣
を
立
て
る
の
か
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
が
、
一
点
指
摘
で
き
る
点
と
し
て
、
土
公
供
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
土
公
供
と
は
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
、「
禁
裏
公
方
家
な
ら
び
に
堂
社
仏
閣
の
造
営
の
時
は
地
鎮
鎮
壇
の
法
を
修
し

一
方
に
飯
二
杯
・
菓
子
四
杯
で
あ
る
。
�
�
（
中
略
）
�
�
常
の
よ
う
に
閼
伽
器
等
を
前
に
置
き
、
並
び
に
鈴
杵
・
洒
水
・
塗

香
等
を
置
く
。
壇
の
中
央
に
賢
瓶
を
置
く
。
そ
の
瓶
の
八
方
に
輪
八
枚
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
輪
の
上
に
横
に
橛
を
置
く
。
東

方
か
ら
置
き
は
じ
め
る
。
一
方
に
輪
・
橛
を
一
枚
ず
つ
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
壇
の
四
方
に
飯
二
杯
・
菓
子
四
杯
を
備
え
、
閼
伽
器
や
鈴
杵
・
洒
水
・
塗
香
等
を
常
の
よ
う
に
置
き
、
壇
の
中
央
に

瓶
、
そ
の
八
方
に
輪
・
橛
を
置
い
て
、
壇
上
を
荘
厳
し
て
い
る
。

　

一
方
、『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
、
壇
上
を
荘
厳
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

壇
中
央
幷
同
四
方
立
二
五
色
弊マ
マ

一
。）
13
（

黄
色
中
、
青
色
東
、
赤
色

南
、
白
色
西
、
黒
色
北

。
毎
二
五
方
弊
前
一
皆
備
二
仏
供
一
杯
・
五
穀
粥
一
杯
・
餅
・
菓
子
各
一
杯
一
。

壇
四
隅
各
立
二
灯
台
一
本
一
供
二
灯
明
一
。
当
前
立
二
礼
盤
一
脚
一
、
敷
二
半
畳
一
、
左
右
立
二
脇
机
一
。
左
机
置
二
塗
香
・
灑
水
器
幷

散
杖
等
一
、
右
机
置
二
打
鳴
・
撞
木
一
。）
14
（

【
和
訳
】
壇
の
中
央
な
ら
び
に
壇
の
四
方
に
五
色
の
幣
を
立
て
る
。（
黄
色
は
中
央
、
青
色
は
東
、
赤
色
は
南
、
白
色
は
西
、
黒

色
は
北
で
あ
る
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
五
方
の
幣
の
前
に
仏
供
・
五
穀
粥
・
餅
・
菓
子
を
そ
れ
ぞ
れ
一
杯
備
え
る
。
壇
の
四
隅
に
そ

れ
ぞ
れ
灯
台
一
本
を
立
て
て
灯
明
を
灯
す
。
壇
の
前
に
礼
盤
一
脚
を
立
て
、
半
畳
を
敷
き
、
左
右
に
脇
机
を
立
て
る
。
左
の
机

に
は
塗
香
・
洒
水
・
散
杖
な
ど
を
置
き
、
右
の
机
に
は
打
鳴
と
撞
木
を
置
く
。

　
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
で
は
『
秘
抄
』
と
は
異
な
り
、
瓶
・
輪
・
橛
を
壇
上
に
置
か
ず
、
五
色
の
幣
を
立
て
て
い
る
の
が
最
も

大
き
な
特
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
幣
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
え
ば
、『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
に
は
、「
夾
二
五
色
絹
一

弊
各
一
棒捧
カ

、
即
随
二
各
色
一
彫
二
銭
形
一
繋
レ
之）
15
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
五
色
の
絹
を
串
に
挿
ん
で
幣
と
し
、
そ
こ
に
銭
形
を
繋
げ
た
も
の

で
あ
る
。
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図
１　
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
に
お
け
る
壇
上
荘
厳）
1（
（

　

な
お
、『
西
院
八
結
』
の
「
新
御
願
地
鎮
事
」
に
お
い
て
も
、
五
色
の
幣
が
用
い
ら
れ
て
い
る）
17
（

こ
と
か
ら
、
広
沢
方
の
地
鎮
作
法
・

鎮
壇
作
法
に
お
い
て
は
、
壇
上
荘
厳
に
幣
を
用
い
る
こ
と
が
通
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
幣
を
立
て
る
の
か
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
が
、
一
点
指
摘
で
き
る
点
と
し
て
、
土
公
供
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
土
公
供
と
は
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
、「
禁
裏
公
方
家
な
ら
び
に
堂
社
仏
閣
の
造
営
の
時
は
地
鎮
鎮
壇
の
法
を
修
し
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て
、
こ
の
作
法
を
修
せ
ず
。
仏
家
に
お
い
て
は
坊
舎
、
在
家
に
あ
り
て
は
常
の
家
屋
造
立
の
時
に
、
い
ま
だ
造
立
せ
ざ
る
以
前
に
建

て
る
所
の
地
に
お
い
て
、
こ
の
作
法
を
修
す
る
な
り）
18
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
僧
侶
の
坊
舎
や
一
般
家
屋
造
立
の
際
に
修
さ
れ
る
作
法
で

あ
る
。
こ
の
作
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
幣
を
用
い
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
か

れ
て
い
る
。

幣
帛　
〈
幣
は
奉
書
あ
る
い
は
杉
原
紙
、
幅
一
寸
、
長
さ
二
寸
に
切
り
、
正
中
よ
り
折
り
、
折
り
目
を
幣
串
に
挿
む
な
り
〉。

�
�
（
中
略
）
�
�
細
書
に
あ
る
い
は
十
二
本
な
ど
、
今
時
は
五
本
を
用
い
る
な
り
。
五
本
の
幣
を
も
っ
て
、
築
く
と
こ
ろ
の

二
尺
四
寸
ば
か
り
の
壇
の
上
に
、
か
く
の
ご
と
く
棲
、
五
方
に
立
つ
る
な
り
。

　

各
懸
具
な
ど
。
銭
形
と
は
擬
銭
な
り
。
あ
る
い
は
銀
銭
を
い
う
。
ま
た
紙
を
も
っ
て
作
る
ゆ
え
に
紙
銭
と
い
う
。
十
二
銭
を

連
ね
貫
く
象
（
か
た
ち
）、
こ
れ
は
一
歳
を
十
二
月
に
形
ど
る
。
�
�
（
中
略
）
�
�
第
一
の
穴
に
紙
捻
を
貫
き
幣
串
に
、
幣

を
挿
む
本
に
縛
い
付
く）
19
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
串
に
紙
を
挿
み
、
擬
銭
を
串
に
繋
げ
、
壇
の
五
方
に
立
て
て
い
る
。
こ
の
形
は
、
先
述
し
た
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢

見
』
に
説
か
れ
る
幣
と
、
材
質
・
色
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
類
似
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
広
沢
方
の
地

鎮
法
・
鎮
壇
法
は
、
土
公
供
の
荘
厳
が
参
酌
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）
20
（

。

　

ま
た
、
こ
の
五
色
幣
の
特
徴
と
し
て
も
う
一
点
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
先
に
引
い
た
文
の
割
註
に
、「
黄
色
中
、
青
色
東
、

赤
色
南
、
白
色
西
、
黒
色
北
」
と
し
て
、
立
て
る
幣
の
色
と
方
角
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
幣
の
立
て
様
は
、『
西
院

八
結
』
第
五
結
「
地
鎮
供
物
図）
21
（

」
に
、「
中
央
―
白
、
東
―
赤
、
南
―
黄
、
西
―
青
、
北
―
黒
」
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
相
違

し
て
い
る
の
で
あ
り
、『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
独
自
の
配
置
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
に
説
か

れ
る
五
色
幣
の
配
置
は
、
五
行
説
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
行
説
と
は
、
古
代
中
国
の
思
想
で
あ
り
、
陰
陽
道
に
お
い
て
も
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用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
に
お
い
て
五
行
説
に
基
づ
い
た
幣
の
配
置
が
な
さ
れ
る
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
広
沢
方
と
五
行
説
か
ら
想
起
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
伝
法
院
流
の
祖
で
あ
る
興
教
大
師
覚
鑁
（
一
〇
九
五
〜
一
一
四
三
）

撰
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
覚
鑁
は
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
五
大
と
五
行
を
関
係
付
け
、
以
下
の
よ
う

に
説
い
て
い
る
。

　
　

乾　

土　

地　

鎮
星　
　

中
央　

黄　

土
公　

堅
牢
地
神

　
　

栽　

水　

水　

辰
星　
　

北
方　

黒　

水
天　

龍
神　

江
河
水
神

　
　

差　

火　

火　

熒
惑
星　

南
方　

赤　

火
天　

火
神

　
　

轄　

金　

風　

太
白
星　

西
方　

白　

金
神　

風
天

　
　

禽　

木　

空　

歳
星　
　

東
方　

青　

木
神　

虚
空
天　

空
神）
22
（

　

こ
れ
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
に
説
か
れ
る
方
角
と
色
の
組
み
合
わ
せ
は
、『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』

に
説
か
れ
る
五
色
幣
の
配
置
と
同
じ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
台
密
の
著
作
で
は
あ
る
が
、
静
然
（
〜
一
一
五
四
〜
）
撰
『
行
林
抄
』
巻
八
二
の
「
地
天
法
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

曼
荼
羅
（
地
天
曼
荼
羅
）、
並
び
に
記
述
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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図
２
『
行
林
抄
』
の
地
天
曼
荼
羅）

23
（

随
レ
方
勧
請
。
至
心
謹
請
、
堅
牢
地
天
、
大
弁
功
徳
、
中
央
黄
帝
、
東
方
青
帝
、
南
方
赤
帝
、
西
方
白
帝
、
北
方
黒
帝
�
�
（
後

略
））
24
（

　

こ
の
曼
荼
羅
に
描
か
れ
る
中
央
黄
帝
、
東
方
青
帝
、
南
方
赤
帝
、
西
方
白
帝
、
北
方
黒
帝
も
、『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
の
五
色

幣
の
配
置
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
天
曼
荼
羅
に
つ
い
て
、『
密
教
大
辞
典
』
で
は
、

是
れ
勧
請
の
曼
荼
羅
に
し
て
普
通
の
懸
曼
荼
羅
又
は
敷
曼
荼
羅
に
は
非
ず
。
�
�
（
中
略
）
�
�
地
天
と
大
弁
天
功
徳
天
と
の
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外
は
概
ね
仏
教
中
に
平
生
祭
ら
ざ
る
所
な
り
。
黄
帝
・
青
帝
等
の
五
帝
は
そ
の
一
部
を
陀
羅
尼
集
経
九
に
説
け
り
と
雖
も
、
是

れ
陰
陽
家
の
五
行
説
に
基
け
る
も
の
の
如
し
。
要
す
る
に
右
二
曼
荼
羅
は
共
に
陰
陽
家
の
義
を
混
じ
て
考
案
せ
ら
れ
た
る
も
の

な
ら
ん
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
地
天
と
五
行
説
と
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
広
沢
方
の
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
は
、
と
も
に
地
天
を
本
尊
と
す
る
作
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
天
と
関
わ
る
五
行
説
が
、
地

鎮
法
・
鎮
壇
法
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、『
西
院
八
結
』
第
五
結
に
は
、「
土
用
中
鎮
壇
有
無
事）
25
（

」
と
い
う
項
目
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
土
用
に
鎮
壇

を
行
っ
て
よ
い
の
か
否
か
」
が
議
論
さ
れ
、
土
用
中
に
鎮
壇
法
を
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
鳥
羽
僧
正
範
俊
（
一
〇
三
八
〜
一
一

一
二
）
の
説
や
、
円
宗
寺）
2（
（

の
常
行
堂
・
灌
頂
堂
の
鎮
壇
法
が
土
用
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
鎮
壇
法
と
土
用
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
土
用
は
五
行
説
に
お
け
る
季
節
の
変
わ
り
目
の
こ

と
を
指
す
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
鎮
壇
法
と
土
用
が
関
連
付
け
ら
れ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
地
鎮
法
・
鎮

壇
法
と
五
行
説
と
の
関
係
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
輪
・
橛
の
数

　

次
に
、
用
い
る
輪
と
橛
の
数
に
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
ず
『
秘
抄
』
で
は
、
表
に
示
し
た
通
り
、
輪
八
枚
、
橛
八
本
を
用
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
で
は
、
輪
一
枚
、
橛
四
本
の
み
で
、『
秘
抄
』
と
比
較
し
て
用
い
る
数
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
輪
・
橛
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
秘
抄
』
で
は
、
輪
・
橛
の
埋
め
様
に
つ
い
て
、
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以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

次
取
二
東
方
橛
一
、
穴
中
立
レ
之
、
次
取
二
同
方
輪
一
、
橛
上
根
貫
置
。
以
二
不
動
呪
一
加
持
了
後
、
誦
二
帝
釈
真
言
一
粥
三
杓
入
二
穴

中
一
。
供
二
帝
釈
一
了
後
、
以
レ
土
埋
レ
之
。
�
�
（
中
略
）
�
�
如
レ
次
鎮
レ
之
、
皆
各
方
穴
中
立
レ
橛
、
貫
二
置
輪
一
、
誦
二
各
方

天
呪
一
、
供
二
粥
三
杓
一
了
。
埋
作
法
皆
准
二
帝
釈
方
一
耳）
27
（

。

【
和
訳
】
次
に
（
壇
上
の
）
東
方
の
橛
を
取
っ
て
穴
の
中
に
立
て
、
同
じ
方
角
の
輪
を
取
っ
て
橛
の
上
に
貫
き
置
く
。
不
動
真

言
に
よ
っ
て
加
持
し
た
後
、
帝
釈
天
の
真
言
を
誦
し
て
五
穀
粥
三
杓
を
穴
の
中
に
供
じ
、
土
で
こ
の
穴
を
埋
め
る
。
�
�
（
中

略
）
�
�
順
に
こ
れ
ら
を
鎮
め
る
に
、
す
べ
て
の
方
角
（
八
方
）
の
穴
に
橛
を
立
て
、
輪
を
貫
き
置
き
、
各
方
角
の
天
の
真
言

を
誦
し
、
五
穀
粥
三
杓
を
供
ず
る
の
で
あ
る
。
埋
納
の
作
法
は
東
方
の
帝
釈
天
に
准
ず
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
秘
抄
』
で
は
、
八
方
の
穴
す
べ
て
に
橛
を
立
て
、
そ
の
上
に
輪
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
沢
鈔
』・『
甲

乙
沢
見
』
で
は
、
輪
・
橛
の
埋
め
様
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

次
、
所
レ
掘
穴
中
央
置
レ
輪
、
輪
上
置
二
件
瓶
一
、
立
二
件
弊
一
幷
置
二
飲
食
・
灯
明
等
一
。
其
後
始
レ
自
二
東
方
一
、
如
レ
前
置
二
鎮
供

等
一
。
然
後
立
レ
橛
曳
二
五
色
糸
一
、
以
レ
土
埋
レ
之）
28
（

。

【
和
訳
】
次
に
掘
っ
た
穴
の
中
央
に
輪
を
置
き
、
そ
の
上
に
瓶
を
置
き
、
幣
を
立
て
、
並
び
に
飲
食
・
灯
明
等
を
置
く
。
そ
の

後
に
東
方
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
鎮
供
を
置
く
。
そ
し
て
橛
を
（
四
隅
に
）
立
て
て
五
色
糸
を
曳
き
、
土
で
埋
め
る
。

　

す
な
わ
ち
、
広
く
掘
っ
た
穴
（
穴
を
掘
る
の
は
一
か
所
の
み
）
の
、
中
央
の
み
に
輪
を
置
き
、
他
の
方
角
に
は
置
い
て
い
な
い
。

ま
た
、
橛
は
四
隅
に
立
て
、
そ
こ
に
五
色
糸
を
曳
き
巡
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
埋
納
作
法
の
相
違
に
よ
っ
て
、
用
い
る
輪
・
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橛
の
数
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

以
上
、
小
野
方
の
『
秘
抄
』、
広
沢
方
の
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
に
説
か
れ
る
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
を
主
に
支
度
物
よ
り
比
較
し
、

そ
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
小
野
方
と
広
沢
方
の
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
が
大
き
く
相
違
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

特
に
、
壇
上
荘
厳
に
つ
い
て
は
、『
秘
抄
』
で
は
瓶
・
輪
・
橛
を
壇
上
に
配
置
す
る
の
に
対
し
、『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
で
は
、
瓶

と
五
色
幣
を
配
置
し
て
い
る
点
が
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
五
色
幣
に
つ
い
て
は
、
幣
を
立
て
る
方
位
が
五
行
説
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
広
沢
方
の

地
鎮
法
・
鎮
壇
法
は
、「
密
教
の
儀
礼
に
五
行
説
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

埋
納
作
法
に
つ
い
て
も
、
輪
・
橛
の
数
や
、
そ
の
埋
納
方
法
が
相
違
し
て
い
た
。
さ
ら
に
広
沢
方
で
は
、
穴
の
中
央
の
輪
の
上
に

瓶
を
置
き
、
前
述
の
五
色
幣
を
壇
上
荘
厳
時
の
方
位
の
通
り
に
立
て
て
い
る
こ
と
も
、
小
野
方
の
埋
納
作
法
と
相
違
す
る
点
で
あ
る
。

こ
の
作
法
が
如
何
な
る
経
典
・
儀
軌
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
相
違
す
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
点
を
一
つ

挙
げ
て
、
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

小
野
方
の
『
秘
抄
』
に
お
け
る
埋
納
作
法
は
、
地
面
の
中
央
、
八
方
に
穴
を
掘
り
、
中
央
に
瓶
、
八
方
に
輪
・
橛
を
埋
納
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
瓶
を
埋
納
す
る
際
に
は
地
天
の
真
言
を
、
輪
・
橛
を
埋
納
す
る
際
に
は
、
そ
の
方
角
に
准
じ
た
八
方
天
の
真
言

を
そ
れ
ぞ
れ
唱
え
て
い
る
。
こ
れ
は
瓶
を
地
天
と
し
（
瓶
は
地
天
の
三
昧
耶
形
）、
輪
・
橛
を
八
方
天
に
見
立
て
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る）
29
（

。
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一
方
で
広
沢
方
の
『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
で
は
、
中
央
に
地
天
の
三
昧
耶
形
た
る
瓶
を
、
五
方
に
五
帝
（
西
院
流
で
は
五
仏）
30
（

）

に
見
立
て
た
幣
を
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
秘
抄
』
は
八
方
天
を
重
視
し
、『
沢
鈔
』・『
甲
乙
沢
見
』
は
五
行
説
に
基
づ
い
た
五
帝

を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
埋
納
作
法
に
お
い
て
も
、
五
行
説
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
（
大
正
図
像
五
・
三
五
二
頁
中
）

（
２
）『
諸
尊
要
抄
』
巻
一
五
（
大
正
七
八
・
三
三
六
頁
中
〜
下
）

（
３
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
稲
谷
祐
宣
『
真
言
秘
密
加
持
集
成
』（
東
方

出
版
・
一
九
九
八
）
二
四
五
頁
上
）。
以
下
頁
数
の
み
示
す
。

（
４
）『
甲
乙
沢
見
』
乙
下
（『
伝
法
院
流
聖
教
』（
真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
弘

法
大
師
千
百
五
十
年
御
遠
忌
記
念
事
業
委
員
会
・
一
九
八
二
）
巻
五
・

一
三
五
頁
下
〜
一
三
六
頁
上
）。
以
下
頁
数
の
み
示
す
。

（
５
）『
秘
抄
』
で
は
「
鎮
壇
作
法
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
を
見
る
と
瓶
・

輪
・
橛
を
共
に
埋
納
し
て
い
る
た
め
、
実
際
は
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
を

合
行
す
る
「
地
鎮
々
壇
作
法
」
で
あ
る
。

（
６
）『
沢
鈔
』
巻
九
（
大
正
七
八
・
四
七
〇
頁
上
）

（
７
）『
甲
乙
沢
見
』
乙
下
（『
伝
法
院
流
聖
教
』
巻
五
・
一
三
七
頁
下
）

（
８
）『
西
院
八
結
』
第
五
結
（
弘
法
大
師
一
千
百
年
御
忌
事
務
局
・
一
九
三

四
・
一
二
六
丁
右
）。
以
下
頁
数
の
み
示
す
。

（
９
）『
金
玉
』「
地
鎮
」（
大
本
山
石
山
寺
・
一
九
八
四
）
一
丁
左

（
10
）『
金
玉
口
訣
』（『
西
院
流
諸
尊
法
口
訣
』（
青
山
社
・
一
九
九
六
）
五

四
三
頁
）

（
11
）『
沢
鈔
』
巻
九
（
大
正
七
八
・
四
七
〇
頁
下
）

（
12
）『
秘
抄
』（
総
本
山
智
積
院
・
二
〇
〇
一
・
一
九
二
頁
〜
一
九
三
頁
）。

以
下
頁
数
の
み
示
す
。

（
13
）「
弊
」
の
字
は
、
本
来
は
「
幣
」
で
あ
る
べ
き
（【
弊
：
た
お
れ
る
・

た
お
す
・
や
ぶ
れ
る
・
つ
か
れ
る
】、【
幣
：
ぬ
さ
・
神
に
供
え
る
絹
・

お
く
り
も
の
】）
だ
が
、
引
用
文
献
で
は
間
々
「
弊
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
弊
」
の
字
一
々
に
「
マ
マ
」
と
表
示
す
る
の
は
煩
雑
で
あ
る
た
め
、

以
下
「
マ
マ
」
の
表
記
は
省
略
す
る
。

（
14
）『
甲
乙
沢
見
』
乙
下
（『
伝
法
院
流
聖
教
』
巻
五
・
一
三
七
頁
下
）

（
15
）『
沢
鈔
』
巻
九
（
大
正
七
八
・
四
七
〇
頁
上
）

（
1（
）『
沢
鈔
』
巻
九
（
大
正
七
八
・
四
七
〇
頁
中
）

（
17
）『
西
院
八
結
』「
新
御
願
地
鎮
事
」（
一
二
六
丁
右
）
に
、「
夾
二
五
色

絹
一
幣
各
一
棒
、
即
随
二
各
色
一
彫
二
銭
形
一
繋
レ
之
」
と
あ
る
。

（
18
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
二
五
一
頁
下
）

（
19
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
二
五
二
頁
上
〜
下
）

（
20
）
土
公
供
と
広
沢
方
の
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
に
つ
い
て
、
上
田
霊
城
氏
は
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地
天
（
瓶
）
お
よ
び
八
方
天
（
輪
橛
）
を
供
す
作
法
で
『
聖
無
動
尊

安
鎮
家
国
等
法
』（
大
正
蔵
二
一
巻
）
の
所
説
に
準
じ
て
い
る
」（
上

田
霊
城
『
真
言
密
教
事
相
概
説
―
諸
尊
法
・
灌
頂
部
―
下
』
同
朋
舎

出
版
・
一
九
九
〇
・
三
八
二
頁
）
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

（
30
）
西
院
流
の
五
仏
に
つ
い
て
は
、
前
註
21
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

地
鎮
々
壇
法　

作
法
集　

小
野　

広
沢

「
広
沢
方
は
土
公
供
と
同
じ
趣
旨
に
基
づ
き
、
地
天
を
土
公
神
と
習
い
、

五
帝
龍
王
す
な
わ
ち
五
仏
と
習
っ
て
こ
れ
に
供
す
作
法
で
あ
る
」（
上

田
霊
城
『
真
言
密
教
事
相
概
説
―
諸
尊
法
・
灌
頂
部
―
下
』
同
朋
舎

出
版
・
一
九
九
〇
・
三
八
三
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
上
田

氏
が
「
五
帝
龍
王
す
な
わ
ち
五
仏
」
と
し
た
の
は
、
上
田
氏
の
用
い

た
広
沢
方
の
資
料
が
、『
沢
鈔
』
や
『
甲
乙
沢
見
』
で
は
な
く
、『
西

院
八
結
』
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
五
仏
に
つ
い
て
は
次
註
21
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
21
）『
西
院
八
結
』「
地
鎮
供
物
図
」（
一
二
七
丁
左
）
に
お
け
る
五
色
幣
の

配
置
は
、
胎
蔵
五
仏
の
配
置
（
胎
蔵
界
立
て
の
壇
上
荘
厳
）
と
同
じ

で
あ
る
。
な
お
、『
東
寺
寶
菩
提
院
相
承　

西
院
流
能
禅
方
伝
授
録
』

六
（
種
智
院
大
学
密
教
学
会
、
一
九
八
二
・
九
三
頁
）
に
示
さ
れ
る

壇
図
で
は
、「
中
央
―
白
、
東
―
青
、
南
―
黄
、
西
―
赤
、
北
―
黒
」

と
、
金
剛
界
立
て
の
壇
上
荘
厳
に
即
し
た
配
置
と
な
っ
て
い
る
。

（
22
）『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』（
興
大
全
下
・
一
一
三
五
頁
〜
一
一
三
七
頁
）

（
23
）『
行
林
抄
』
巻
八
二
（
大
正
七
六
・
五
〇
〇
頁
上
、
五
〇
一
頁
下
）

（
24
）『
行
林
抄
』
巻
八
二
（
大
正
七
六
・
五
〇
〇
頁
上
）

（
25
）『
西
院
八
結
』
第
五
結
（
一
三
二
丁
左
〜
一
三
三
丁
右
）

（
2（
）
円
宗
寺
と
は
、
仁
和
寺
の
南
傍
に
あ
っ
た
寺
院
。
延
久
二
年
（
一
〇

七
〇
）
に
後
三
条
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
が
、
現
在
は

廃
寺
（
廃
亡
年
代
不
詳
）
で
あ
る
。

（
27
）『
秘
抄
』
二
〇
二
頁
〜
二
〇
四
頁

（
28
）『
沢
鈔
』
巻
九
（
大
正
七
八
・
四
七
〇
頁
中
）

（
29
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
上
田
霊
城
氏
が
「
小
野
方
の
地
鎮
々
壇
は
、


